


































全国高等学校登山大会成績評価実施要領の改訂箇所（2023 年 11 月 18 日承認） 

 ・【改訂後】の下線の引かれた部分が今回の改訂箇所です。 

 

●審査基準と指導目標について 

  Ⅱ 生活技術：３ 装備 

   防寒具→防寒着 

 

●審査確認事例について 

 ３ 装備 

  （４）［４文目を加筆］ 

   【改訂前】装備検査の対象となった装備品は、携行している状態のままで提示する。防水については、

個々にジッパー付きポリ袋もしくは防水機能付き袋に入れ、必ず封をする。ただし、シュラフ

については大型のポリ袋で包みこむことも認める。 

   【改訂後】装備検査の対象となった装備品は、携行している状態のままで提示する。防水については、

個々にジッパー付きポリ袋もしくは防水機能付き袋に入れ、必ず封をする。ただし、シュラフ

については大型のポリ袋で包みこむことも認める。個々に防水をする必要のあるものについ

ては、他のものと同封しないこと。 

  （７）［１文目を一部加筆］ 

   【改訂前】救急装備は、医薬品類として消毒薬・虫さされ薬・湿布薬・救急絆創膏、またはそれに付

随するものとして体温計・三角巾・包帯・テーピング（幅 35mm 以上、巻きの厚さが 1cm

以上）を所持する。風邪薬・整腸剤（胃腸薬）・鎮痛（解熱）剤等は、必要ならば個人で持参

する。 

   【改訂後】救急装備は、医薬品類として消毒薬・虫さされ薬・湿布薬・救急絆創膏、またはそれに付

随するものとして体温計・三角巾・包帯・テーピング（幅 35mm 以上、巻きの厚さが 1cm

以上で固定するための非伸縮性のテープ）を所持する。風邪薬・整腸剤（胃腸薬）・鎮痛（解

熱）剤等は、必要ならば個人で持参する。 

  （８）［項目の削除］ 

   ※現行の（９）〜（14）を（８）〜（13）に項目番号を変更する。 

  （13）［一部変更］ 

   【改訂前】防寒具はウール素材（ウール 30％以上のもの）かフリース（ポリエステル製起毛仕上繊維）

素材、羽毛素材で、長袖のものとする。 

   【改訂後】防寒着はウール素材か羽毛素材、フリース素材等厚みのある保温性の高いもので、長袖の

ものとする。 

  （14）［項目の新設］ 

   【改訂後】着替は、大会中、連日山行を続けるということを考慮し、健康や体力等を維持するために

濡れた時に着替えをする際に必要とする衣類を指す。 

   ※上記の項目を現行の（14）の後に入れる。 

  （17）［変更］ 

   【改訂前】LED ヘッドランプは予備電球不要。 

   【改訂後】充電式のヘッドランプについては、充電できるバッテリー等を持参する。 

 

 12 その他 

  （５）［項目の移動および２文目の加筆］ 

   【改訂後】補助具によらない歩行技術の審査のため、登山大会ではストックの使用を認めない。スト

ックの使用が発覚した場合は、「歩行技術」の点数を０点とする。 



   ※現行の２（９）を 12（４）の後に移動する。現行の 12 は（５）〜（７）を（６）〜（８）に項目

番号を変更する。 

 

●服装規定について 

 ２［一部変更］ 

  【改訂前】上半身に着用している衣服のうち、少なくとも１枚は襟付きのもの（ジップアップ式のもの

は首を覆うことができるもの）であること。 

  【改訂後】上半身に着用している衣服のうち、少なくとも１枚は襟付きまたは首を覆うことができるも

のであること。 

 ４［一部変更および⑵の削除］ 

  【改訂前】最も外側に着用する上衣左胸には校名の表示を行うこと。 

        ⑴ 校名の表示は縫いつけまたは刺繍により行うこと。粘着テープ類の転用は認めない。 

        ⑵ ⑴の規定は、雨具には適用しない。 

  【改訂後】登山シャツ左胸には校名の表示を行うこと。校名の表示は縫いつけまたは刺繍により行うこ

と。粘着テープ類の転用は認めない。 

 

 


